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 第 14 回  熊本県議会道州制問題等調査特別委員会会議記録 

 
平成21年10月２日(金曜日) 

            午前10時２分開議 

            午前11時20分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 （１） 地方分権改革推進について 

 （２） 道州制について 

 （３） 政令指定都市について 

 （４） 過疎対策について 

 （５） 過疎地域振興のための新法制定に

関する意見書について 

 （６） 閉会中の継続審査事件について 

  ――――――――――――――― 

出席委員(16人) 

        委 員 長 井 手 順 雄 

        副委員長 佐 藤 雅 司 

        委  員 児 玉 文 雄 

        委  員 前 川   收 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 氷 室 雄一郎 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 九 谷 弘 一 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 上 田 泰 弘 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 増 永 慎一郎 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 総合政策局 

         局 長 安 倍 康 雄 

    総括審議員兼次長 黒 田   豊 

    首席政策審議員兼 

      企画調整課長 神 谷 将 広 

 総務部 

         部 長 松 山 正 明 

         次 長 瀬 口   豊 

首席総務審議員兼 

        財政課長 田 嶋   徹 

        税務課長 佐 藤 幸 男 

      市町村総室長 楢木野 史 貴 

   市町村総室副総室長 五 嶋 道 也 

地域振興部 

         次 長 松 見 辰 彦 

      地域政策課長 小 林 弘 史 

健康福祉部 

    健康福祉政策課長 古 森 誠 也 

環境生活部 

    政策調整審議員兼 

   環境政策課課長補佐 松 岡 大 智 

 商工観光労働部 

    首席商工審議員兼 

      商工政策課長 内 田 安 弘 

 農林水産部 

    農林水産政策課長 白 濵 良 一 

 土木部 

        監理課長 鷹 尾 雄 二 

教育委員会事務局 

      教育政策課長 松 永 正 男 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 後 藤 勝 雄 

     議事課課長補佐 徳 永 和 彦 

――――――――――――――― 

  午前10時２分開議 

○井手順雄委員長 ただいまより、第14回道

州制問題等調査特別委員会を開催いたしま
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す。 

 本日の委員会に５名の傍聴申し込みがあっ

ておりますので、これを許可したいと思いま

す。 

 それでは、早速審議に入ります。 

 本委員会に付託されている調査案件は、道

州制に関する件、地方分権改革推進に関する

件、過疎対策に関する件であります。 

 まず、執行部からの説明の後に一括して審

議を行いたいと思います。 

 説明に当たっては、可能な限り簡潔にお願

いいたします。 

 それでは、お手元の次第に沿って順次、説

明をお願いいたします。 

 まず、議題(1)及び(2)について、神谷企画

調整課長より説明をお願いいたします。 

 

○神谷企画調整課長 企画調整課の神谷でご

ざいます。よろしくお願いします。 

 お手元の資料に沿いまして、座って説明さ

せていただきます。 

 まず、地方分権についてでございます。お

手元の資料の１ページを、お願いいたしま

す。 

 こちらでは、これまでの分権の動きをまと

めたものでございます。 

 最近の動きといたしまして、右下の部分に

なりますけれども、今月の７日あたりに分権

委員会から第３次勧告、義務づけ、枠づけの

見直しを主な内容とします勧告がなされる見

込みでございます。 

 その下に「？」と書いてございますが、当

初の予定でございますれば、税・財政改革な

どを盛り込んだ第４次勧告が出される予定に

なっておりましたが、現在は不透明な状況で

ございます。詳細は、後ほど御説明を申し上

げます。 

 ２ページを、お願いいたします。 

 こちらには、分権委員会の方で第３次勧告

案が９月24日に示されてございます。その内

容について、概略御説明を申し上げます。 

 こちらにつきましては、地方に対して義務

を課したりですとか地方の枠を決めたり、そ

ういう地方を縛るような法令について見直し

をするということが、２次勧告で全4,076条

項勧告されてございますが、その中で３つの

重点事項について、分権委員会の方から勧告

がなされる予定でございます。３つの重点事

項と申しますのは、こちらでａからｃと書い

てございますが、(ａ)になりますけれども、

例えば保育所みたいな施設の管理の基準を法

令で定めている、(ｂ)は、都道府県が国に協

議したり同意、許可を取ることを義務づけた

り、そういった義務づけを行う条項、(ｃ)に

なりますけれども、地方に対して計画の策定

を義務づける、そういったような条項につい

て見直しが勧告されてございます。 

 全条項の合計欄になりますけれども、1,22

4条項のうち892の条項について具体的に講ず

べき措置を提示した、具体的に見直しを勧告

するといったような条項になってございま

す。 

 その下に主な事例を掲げさせていただいて

おりますが、例えば道路は道路法で道路構造

令の中で歩道の幅を２メートル以上というふ

うに、がっちり決めてございますが、こちら

については見直しの方針、中ほどになります

けれども、そういった条項について廃止する

か、または地方公共団体の条例に委ねるとい

うことが勧告される予定でございます。 

 その下の保育所になりますけれども、保育

所についても保育室の面積ですとか屋外の遊

戯場の面積が、法令で事細かに決められてご

ざいます。こちらについても、条項自体を廃

止するか条例にするということが勧告される

予定でございます。 

 その下の２つの丸になりますけれども、こ

の３つの重点事項以外についても、第２次勧

告で示された基準に沿って政府に具体的な見

直しを講ずる旨、要請がなされる予定でござ
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います。 

 さらに、こういった勧告事項について具体

的には政府が法案化していくわけでございま

すが、その法案化の過程でチェックするよう

な仕組みをつくるべきだということも、盛り

込まれる予定でございます。 

 続いて、３ページをお願いいたします。第

３次勧告の中で国と地方の協議の場について

も盛り込まれる予定になってございますが、

現段階ではまだ内容が明らかになってござい

ません。こちらでは先月の９日に地方６団体

代表が、民主党に対して要請した内容を記載

させていただいております。 

 １番下の丸になりますけれども、法律で国

と地方の協議の場を設置するということがマ

ニフェストにもうたわれてございますが、法

律によって設置される前に、その前の段階か

らも国と地方の協議の場を早期に立ち上げて

いただきたいということが要請されてござい

ます。 

 続いて、４ページにまいります。 

 ４ページは、民主党のマニフェストの中で

地方分権関係の施策を抜き出して、概略を記

載させていただいております。こちらについ

ては、それぞれ総務大臣などから御発言があ

って内容が徐々に明らかになりつつあります

ので、５ページ以降で具体の中身について御

説明を申し上げます。 

 まず国の出先機関の廃止につきましては、

国の地方出先機関を原則廃止すると。これ

は、国の出先機関自体が議会がチェックする

とか、そういったようなガバナンスが効いて

いないと。ただ、職員の生首は切れないので

慎重に検討していくというような御発言が、

大臣よりなされております。 

 さらに、国と地方の協議の場、直轄事業負

担金についてはマニフェストどおり着実に進

めていくと。 

 一括交付金につきましては、2011年度から

導入する予定である。地方交付税について

も、今は法律で地方への税率の配分の比率が

決められてございますが、こちらも引き上げ

るべきだということをずっとやってきた、そ

ういった方向で見直しをしていくということ

が言及されております。 

 地方分権改革推進委員会の扱いについてで

ございますが、地方分権改革推進委員会から

出された勧告については、基本的には尊重し

ていく。ただ、一部、民主党のマニフェスト

と異なる部分もあるので、そういったところ

は議論していきたいという内容が触れられて

ございます。 

 ６ページに関連しますけれども、先月の29

日に原口総務大臣と地方分権改革推進委員会

の丹羽委員長の間で会談が持たれまして、第

３次勧告、先ほど案の御説明を申し上げまし

たが、10月７日にも提出するということで、

大臣も了承したと。ただ丹羽委員長、３つ目

の丸になりますけれども、地方税財政改革に

関する４次勧告を10月中に出したいという御

発言を受けて、大臣らはそこのところはまだ

整理していない、３次の前に４次という話に

はならない。さらに改革のスケジュールにつ

いても、まだそういった議論をする段階では

ないという御発言がありまして、今後の動き

が不透明な状況でございます。 

 さらに、同日になりますけれども、民主党

が掲げます地域主権改革を具体化していくた

めに、原口ドクトリンという総務大臣の考え

方をまとめたものを１カ月程度でまとめてい

きたいという発言がなされております。この

動きも、注視していかなければならないと考

えてございます。 

 ７ページに移っていただきまして、これも

原口大臣の御発言の中にございますけれど

も、総務省に地域主権室という大臣直属の組

織で、民間の方ですとか地方自治体の首長な

どをメンバーにして具体的な制度設計を協議

していくような組織を創設するというような

御発言もあっております。 
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 その下に行政刷新会議がございますが、こ

ちらは担当の仙谷大臣が任命されまして、今

立ち上げに向けて準備が進められておるとこ

ろでございます。 

 この行政刷新会議と分権の議論は、どうい

ったような役割分担で行われているか、そう

いったことも注視していかなければならない

と考えてございます。 

 いろいろ動きはございますけれども、具体

的にこういう方向でいくという、かちっとし

た文章みたいなものはまだ出ていない状況で

ございますので、今後の動きはしっかり注視

をしてまいりたいと思ってございます。 

 前回の委員会でも、具体的なシミュレーシ

ョンが必要ではないかという御指摘がござい

ましたけれども、例えば国の出先機関の見直

しなんかにつきましても、原則全部廃止する

ような御発言がございますが、これといった

具体的な制度設計がなかなか見えない中で、

具体的な姿をこの段階でお示しするのがちょ

っと難しい状況でございますけれども、これ

まで第１次勧告、第２次勧告で分権委員会か

らいただいているものにつきましては、執行

部の中で具体的な影響なんかを今精査をし始

めているところでございますし、具体的な動

きが明らかになる、そういったものを見据え

て具体的な対応についてしっかり精査してま

いりたいと考えております。 

 ８ページに移ります。話題が変わりますけ

れども、７月ということでちょっと時点がさ

かのぼりますが、直轄事業負担金制度につい

て、知事会の中でこういった方向で見直すべ

きだという申し合わせをしてございます。 

 ５点ございまして、まず１点目は負担金の

対象について、国の職員の退職金ですとか国

の庁舎の建設費などが盛り込まれ、それはお

かしいではないかということを踏まえて、そ

の対象の範囲については今年度から見直すべ

きだと。 

 ２点目になりますけれども、維持管理の負

担金は来年度、22年度から廃止すべきである

と。 

 ３点目になりますけれども、将来、直轄事

業負担金制度そのものを廃止すべきである

と。 

 あわせて４点目になりますけれども、都道

府県が市町村から徴収している負担金につい

ても見直していくと。こういった見直しに当

たりましては、国と地方がしっかり協議がで

きるような制度を創設すべきであるという申

し合わせをしてございます。 

 続いて９ページになりますけれども、これ

が知事会の方で申し合わせました、今御説明

した内容を細かく書いたものでございます。

基本的には、直轄事業実施に直接必要な経費

に限定すると。それで、具体的に国と地方の

中で話し合いをする中で決めていくというこ

とが盛り込まれてございます。 

 続いて、10ページに移らせていただきま

す。 

 先ほど御説明した知事会の申し合わせの中

でも、市町村負担金のあり方を見直すという

ことが申し合わされておりまして、それを踏

まえて本県においても見直しに着手しておる

ところでございます。 

 具体的には、２の見直しポイントの⑵にな

りますけれども、対象となる事業で経費を見

直す、これを来年度予算に反映させていきた

いということで、現在、市町村との協議を始

めておるところでございます。 

 具体的には、維持管理費ですとか事務費の

負担金を原則廃止すると。今後、道路事業で

すとか負担金の負担の割合などについても見

直しを行いながら、来年度には市町村との協

議の場も設置したいということで、現在、市

町村との協議を行っております。 

 続きまして、11ページ、12ページをごらん

いただきたいと思います。 

 こちらは、国の出先機関の状況でございま

す。11ページでは、全国的に今どういう状況
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にあるかというのを６月時点でございます

が、まとめてございます。３つの類型に分か

れてございますが、現在すでに建設が終わっ

ているもの、さらには今年度着手する予定の

もの、次年度以降に着手する予定のもの、そ

れぞれに応じて政府の方で対応が進められて

おるところでございます。このうち熊本合同

庁舎のＡ棟につきましては、もうすでに20年

度建設に着手しておりまして、現在工事が進

められているところでございます。今後、国

の出先機関の見直しの状況に応じて、柔軟に

対応していくということに国交省としてはし

ておるところでございます。 

 詳細は12ページにまとめてございますけれ

ども、これは前回の委員会でも御指摘がござ

いましたが取得経過については上の方でまと

めております。まず熊本駅南側になりますけ

れども、月星化成から現在建設が進められて

いる用地を熊本県が取得いたしまして、それ

を熊本市に売却し、熊本市が国と土地を交換

するという形で、熊本県、熊本市が協力をし

てきたところでございます。18年５月には準

工業地域から商業地域に用途地域の変更をい

たしまして、容積率もアップさせて合同庁舎

の建設に便宜を図っているところでございま

す。 

 Ａ棟につきましては下の、現在の状況にな

りますけれども、今年の末まで内装工事を一

時中断している状況でございます。本体工事

は、現在も継続されておるところでございま

す。 

 Ｂ棟につきましては、右下の現在の状況に

なりますけれども、今年の６月から埋蔵文化

財調査を行っておりまして、現在も調査中で

ございます。 

 当初の予定でございますれば、来年度の８

月、夏ごろに工事に着手して24年度に完成と

いう予定になってございますが、これは今、

新政権がどのような方針を出すかによって大

きな影響が出てくるものと思っておりますの

で、県としては引き続きこれに対してしっか

り整備を行うよう求めてまいりたいと思って

おるところでございます。 

 分権については、以上でございます。 

 引き続きまして、道州制について報告をさ

せていただきます。13ページを、お願いいた

します。 

 道州制につきましては、政権交代がござい

まして、大きな動きというのはない状況でご

ざいます。 

 下の欄にゴシック体で書いてございます

が、九州においては九州地域戦略会議で道州

制について、８月でございますが意見交換を

行っております。９月には、経済団体連合会

の方から新内閣に望むという中で道州制推進

基本法の制定も要望されております。こちら

は、具体的な日にちは未定でございますが、

12月ごろに九州経済連合会主催で道州制に関

するシンポジウムを本県の熊本市内で開催す

る予定になってございます。 

 14ページでは、九州地域戦略会議の中で道

州制について、特に基礎自治体のあり方につ

いて議論がなされております。 

 その中の議論を簡単に御紹介いたします

と、基礎自治体といっても体力差がかなりあ

って、それを補完していくような仕組みが必

要じゃないかですとか、そういった差がある

中で柔軟に広域連携ができる仕掛けが必要で

はないか、さらには基礎自治体がしっかり役

割を果たしていくために財源の確保が必要じ

ゃないかという議論がございまして、今後も

その国民の議論を関知しながら、引き続き九

州地域戦略会議としては広報に努めていくと

いうことで、まとめられております。 

 次は参考になりますけれども15ページが、

こちらが日本経済団体連合会が新政権に対し

て出した要望書でございます。アンダーライ

ンを引いてございますけれども、上の方で道

州制の導入など、我が国にある潜在力を引き

出す構造改革や地域の活性化が求められてい
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るという認識を示しまして、８番目になりま

すが道州制推進基本法の制定というものも要

望されております。 

 16ページ、新政権におきます道州制関連の

記載ですが、御発言をまとめてございます。

民主党のマニフェストには道州制に関しまし

て記載はございませんが、政策集の中では基

本的には広域的自治体については当分の間、

都道府県の枠組みを基本とすると。都道府県

から基礎的自治体分の事務事業を移譲してい

って、都道府県は広域調整に限定していく

と。 

 その下の欄になりますけれども、現行制度

を前提とする広域連合や合併の実施、将来的

な道州の導入も検討していきますということ

が触れられております。原口大臣の会見の中

でも、道州制については自公政権とは違うも

のを考えていく、上からかぶせたようなもの

ではなくて、地域が選択される道州制でなけ

ればならない。中央省庁を解体して、そうい

ったものを踏まえて基礎自治体の連合体です

とか、もっと大きな固まりで道州制を地域を

選択するのであれば、パートナーとしてサポ

ートしていきたいということを御発言されて

おりますが、政権交代によりまして恐らく道

州制の議論が組み入れられれば、かなりスピ

ードは落ちていくのかなというように予測を

しております。 

 道州制については、以上でございます。 

 

○井手順雄委員長 次に、議題⑶について、

楢木野市町村総室長にお願いします。 

 

○楢木野市町村総室長 市町村総室です。座

って説明いたします。 

 政令指定都市関係について、御説明させて

いただきます。資料の19ページを、お願いい

たします。 

 大きな１の、政令指定都市移行に向けた今

後の取り組みについてでございますが、今定

例県議会におきまして、去る９月14日に熊本

市と城南町、植木町の合併にかかる廃置分合

案を可決いただきました。ありがとうござい

ました。 

 また、同日付けで知事が廃置分合を決定し

総務大臣に届け出をやっておりまして、来年

の３月23日に新しい熊本市が誕生することが

確定しております。 

 熊本市は平成24年４月の政令市移行を目指

しており、県といたしましては今定例県議会

終了後、速やかに県と熊本市との協議の場と

なる県・市連絡会議を設置し、県から市への

事務権限移譲等についての協議を進め、政令

市への円滑な移行を支援していくこととして

おります。 

 (2)の主なスケジュールでございますけれ

ども、これはあくまで他の都市の事例に基づ

く現段階での予定ということで記載しており

ます。 

 まずは、先ほど申しましたように今月中に

も政令市移行にかかる県・市連絡会議を設置

いたしまして、事務権限等に関する協議をス

タートさせたいと考えています。 

 それから、およそ１年程度の期間で協議を

終了し、来年の12月ごろまでに県・市の基本

協定の締結を目指したいと考えております。 

 その後、平成22年の12月ごろから23年の４

月ごろにかけて市議会での意見書の決議、こ

れは強く要望するというような意見書になる

と思いますけれども、その意見書の決議、市

から県、及び県議会に対する要望書の提出、

それから県議会での政令市に関する意見書の

決議、総務大臣に対して県、県議会、市、市

議会で政令市実現の要望書を提出するといっ

た手続きを行うことになります。 

 それから23年４月から９月ごろにかけて関

係省庁への説明、正式協議を行い、10月ごろ

に政令市移行の閣議決定、24年４月に政令市

に移行するというスケジュールを予定いたし

ております。 
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 (3)政令市移行にかかる県・市連絡会議に

ついてでございます。これは今のところまだ

仮称でございますけれども、①主な協議内容

といたしましては、まず県から市への移譲事

務については、県と市の協議により移譲の可

否が決まる事務もあることから、これら任意

の事務を含めた移譲事務の範囲について協議

を行い、確定させる必要がございます。 

 このほか事務の移譲にかかる財務や人的支

援の取り扱いについても、協議を行うことと

しております。 

 ②会議の構成についてでございます。これ

は、あくまで現段階のイメージということで

記載しております。連絡会議は県・市の部局

長レベルで構成しまして、その下に関係課長

レベルで構成する幹事会、そして各分野ごと

の担当市部局による分科会を設け、協議を行

っていく形を想定しております。今後、熊本

市と調整の上、連絡会議の体制を固めていき

たいと考えております。 

 次に資料の20ページですけれども、参考と

いたしまして政令市への移譲の対象となる事

務の種類及び本年４月に政令市に移行しまし

た岡山市における移譲事務の項目数を記載し

ております。項目数は非常に多うございます

けれども、これは事務につきまして、例えば

１つの許可事務というのがありました場合

に、事務としては１つなんですけれども、そ

の中に例えば受け付けだとか通知だとか協議

だとかありましたら、それは１つずつ数え上

げていくということで数が増えることになり

ます。具体的には移譲の協議の中で条文ごと

に洗い出していくことにしております。 

 まず、①法令に基づくものとしまして法令

必須事務がありますけれども、これは政令市

に必ず移譲される事務ということになります

が、例といたしましては国道、県道の管理、

児童相談所の設置、小・中学校の教職員の任

免等の事務がございます。 

 その下、法令任意事務につきましては、

県・市間の合意により任意に事務移譲ができ

る事務になりますけれども、例といたしまし

ては河川の管理だとか身体障害者更生相談所

の設置、あるいは中心市街地活性化関係事務

などがございます。 

 その下、国の要綱や通知に基づく事務とあ

りますけれども、これは要綱等により当然に

政令市に移譲される事務と、それから県・市

間の合意により任意に移譲ができる事務と２

つございますけれども、例といたしましては

療育手帳の交付、障害児童施設整備事業、ス

クールカウンセラー活用事業等の事務がござ

います。 

 次に、②事務処理特例条例によるものでご

ざいますけれども、これは法令上は県が実施

する事務となっておりますけれども、県・市

間の合意により県の事務処理特例条例に規定

することにより移譲できる事務でございま

す。例としまして挙げておりますのは、特定

非営利活動法人の設立認可、それから管理栄

養士免許申請事務、農地転用の許可等の事務

がございます。 

 最後に、③県の単独助成事業でございます

が、県が独自に助成等を行っている補助金で

ございまして、県・市間の合意によって任意

に移譲ができる、移譲するということは、つ

まり政令市の方でやっていただきたいという

ようなことで移譲するという事務でございま

す。例としましては、地域振興総合補助金、

重度心身障害者医療費助成、乳幼児医療費助

成等がございます。 

 以上が、移譲対象事務の種類と主な内容に

なりますけれども、岡山市では最終的に全部

合わせますと1,567の事務項目が移譲されて

おります。 

 次に資料の21ページ、大きな２の、熊本市

及び近隣３町での合併・政令市実現に向けた

動きについて記載しております。 

 文中下線部が、６月に御報告いたしました

後の動きでございます。 
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 熊本市と城南町、植木町との合併につきま

しては、城南町、植木町での住民投票、それ

から各市町議会での廃置分合の議決を得て、

７月17日にそれぞれの市・町から県に対して

廃置分合申請がなされました。 

 冒頭にも申し上げましたけれども、本定例

県議会で廃置分合議決をいただき、県知事決

定を行っております。 

 熊本市においては、７月17日に政令市推進

本部を設置され、政令市移行に向けた準備が

本格化されております。 

 各町における動きについては、重複いたし

ますので省略させていただきます。 

 市町村総室からの説明は、以上でございま

す。 

 

○井手順雄委員長 次に議題⑷について、小

林地域政策課長お願いいたします。 

○小林地域政策課長 地域政策課でございま

す。 

 資料の27ページをごらんください。付託案

件の１つであります過疎対策に関する件につ

きまして、前回からの変更点を中心に御説明

させていただきます。なお、アンダーライン

を引いている点が、前回からの変更点となっ

ております。 

 まず資料28ページの４、これまでの主な取

り組み状況と今後の取り組み予定についてで

ございますが、去る７月の国の施策等に関す

る提案におきまして、現行過疎法失効に伴う

新たな法律の制定についてを主要な提案項目

の１つといたしまして、総務省を初めとする

関係省庁に提案活動を行ったところでござい

ます。提案書の写しにつきましては、資料の

31ページ、32ページに添付いたしております

ので、後ほどごらんいただきますようお願い

いたします。 

 今後の取り組み予定といたしましては、今

月中に県選出の国会議員に対して要望活動を

行うことといたしておりますが、その後も各

党や関係省庁における検討状況等を踏まえ、

必要に応じて要望活動を実施してまいりたい

と考えております。また、今月の下旬には県

選出国会議員、県議会議員、過疎関係市町村

長などの参加を得まして、過疎対策の必要性

を訴えるアピール行動を県内で実施する予定

といたしております。 

 なお参考で書いてございますが、11月の上

旬には全国過疎地域自立促進連盟の主催によ

ります全国の総決起大会が開催される予定と

なっておりますので、本県といたしましても

このような場を活用して、過疎対策の必要性

を訴えてくる所存でございます。 

 次に５の、新法の制定に向けた国等の主な

動きについてでございますが、まず自由民主

党の動きといたしましては、７月６日に、新

過疎法制定の基本的な考え方を過疎対策特別

委員会が取りまとめたところでございます。 

 基本的な考え方といたしましては、引き続

き地域間格差の是正を図るとともに、都市と

は異なる資源・価値を積極的に活用した地域

社会の実現を図る必要があり、ハード・ソフ

ト両面にわたって対策に取り組むことといた

しております。 

 支援制度のあり方といたしましては、市町

村が地域の実情に応じてみずからの発想で取

り組むことを最大限尊重する仕組みとし、支

援措置の充実やソフト事業の実施のために

も、新たな財政措置を講じることといたして

おります。 

 また、前回の委員会でも質問がございまし

た指定地域の要件につきましては、人口減少

率、年齢構造指標、財政力指数をもとに、実

態として支援すべき地域が該当することとな

る要件を慎重に検討することといたしておる

ところでございます。 

 この基本的考え方の全文につきましては、

資料の33ページから37ページに添付をいたし

ておりますので、後ほどごらんいただきます

ようお願いいたします。 
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 続きまして、資料の29ページをごらんいた

だきたいと思います。 

 民主党におきましては、マニフェストには

記載はございませんが、政策集の中に過疎関

係に関する記述があるところでございます。 

 まず、地域の特性を生かした国土政策とい

たしましては、現行の画一的・縦割り的な地

域関係諸法を改め、地域独自の事情や特性に

対応した振興策を実施します。地方分権の推

進や都市と農山漁村との連携を図り、地域の

自立化・多様化を実現し、安全で安心して生

活ができる国土形成を目指す旨が記述されて

おります。 

 また、島しょ部等の揮発油税免除など過疎

地域対策としては、過疎地域にふさわしいイ

ンフラ整備やコスト低減に資する施策を推進

します。 

 面積で国土の半分強を占める過疎地域で

は、著しい人口減少や高齢化が進んでおり、

道路等のインフラ整備のほか、携帯電話やケ

ーブルネットワークなどＩＴ技術等を活用し

て、高齢者に対する生活支援策を拡充すると

ともに、交通基盤整備などの公共事業につい

ては、都市と過疎地域の格差が解消されてい

ないとの認識のもと、今後は公共事業のみに

頼らず、各地域が特色を生かし技術的に発展

するよう、地方分権の一層の推進に重点を置

いていく旨、記述がされているところでござ

います。 

 次に⑷の、全国知事会過疎対策特別委員会

についてでございますが、７月23日に政府に

対する提案・要望活動の１つといたしまし

て、新たな過疎対策法の制定に資する要望活

動を実施したところでございます。こちらに

つきましても、要望書の写しを38ページ、39

ページに添付いたしておりますので、後ほど

ごらんいただきますようお願いいたします。 

 最後に、政府や関係省庁の動きについてで

ございますが、資料を作成した後に、すでに

提出されている来年度の概算要求を一旦見直

しまして、マニフェストを踏まえた上で10月

15日までに再度要求を提出するように各省に

求める旨の閣議決定がなされておりますの

で、概算要求関係の記述は参考として読んで

いただければというふうに考えております。 

 まず総務省についてでございますが、新た

な過疎対策の推進など、安心して暮らせる地

域づくりを重点施策として位置づけたところ

でございます。方向性といたしましては、現

行過疎法失効後に向けた移行措置の動向に対

応し、実効性のある新たな過疎対策に積極的

に取り組む旨が記述されておるところであり

ます。 

 また同日に、農林水産省と国交省もそれぞ

れ概算要求を出しておりますが、ここにおき

ましても農林水産省においてはコミュニティ

を維持し資源を生かす農林漁村活性化対策で

すとか、国土交通省におきましても過疎・集

落・条件不利地域の振興をそれぞれ重点施策

として位置づけておるところでございます。 

 また下の欄でございますが、９月16日に原

口総務大臣が新たに就任されたところでござ

いますが、９月18日の会見の際には、現行の

過疎法の期限切れを来年度に控えて、新法制

定の必要性についてどう考えるか、またどう

いった支援策が必要と考えるかについて質問

があり、ここに書いてございますとおり、財

政力の弱いところに三位一体改革の影響が直

撃しておる、そして公共サービスの格差が国

民の大きな不安要因になってしまっておると

いう認識のもと、村井知事との意見交換や現

状を見て万全な取り組みを進めていきたいと

いったことや、身近なところに行くにしても

足が不足していて行けないとか、農林業の衰

退、特に地域医療の危機に対しても、政府を

挙げて取り組みたい旨の回答があったところ

でございます。 

 また、これまでの過疎法が果たしてきた評

価と、地方財政が悪化して過疎対策事業債な

どが予算枠を使いきれないような実態がある
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が、これについてどう考えるかという質問が

ございまして、まずこれについてございます

が、議員立法の評価については行政にいる者

としては慎重に言葉を選びたいが、過疎法の

中でどういう状況になってきたかといえば、

多くは地域の不安ですとか、あるいは公共サ

ービスの格差が拡大するのを埋めてくる上で

役割を果たしてきたと思うといった見解が述

べれております。 

 また、過疎債につきましては地方の負担が

耐えられるか、そういった財政上の問題があ

るので、本当に選択しながら事業を選ぶ、優

先順位を選ぶということについてはさらなる

工夫が必要だと考える、そういった答弁があ

ったところでございます。 

 また、同日には全国知事会の過疎対策特別

委員長と全国過疎地域自立促進連盟の会長を

されております長野県の村井知事が原口総務

大臣のもとを訪れまして、新法制定に向けた

支援を要望したところでございますが、原口

総務大臣の方からは、ちゃんと民主党内の体

制を整える、大事な問題だから党の中で次に

担当する人をきっちり決めてやらせてもらう

といった発言があったとお聞きいたしており

ます。 

 過疎対策に関する件の説明は、以上でござ

います。よろしく御審議のほど、お願いいた

します。 

 

○井手順雄委員長 以上で、執行部からの説

明が終わりましたので、これより質疑に入り

ます。 

 まず、地方分権推進関係並びに道州制関係

の質疑を行いたいと思います。どなたかいら

っしゃいませんか、挙手でお願いいたしま

す。はい、大西委員。 

 

○大西一史委員 今ひと通り分権改革と道州

制についての御説明をいただきましたが、国

の方の方針がまだなかなか見えないという状

況の中で、先行きが非常に不透明であるとい

うことだろうというふうに思いますが、分権

改革については原口総務大臣も、例えば消費

税の問題とか一括交付金の扱いとか、その辺

が理念としては委員会の方の理念とは若干食

い違うというような御発言もあっているよう

でありまして、ある意味では地方税財政にか

かわるその改革というのは、そのマニフェス

トに沿ってある程度やっぱり仕切り直しにな

るような部分もあるんじゃないかなというふ

うに考えられます。 

 そういう中で、一括交付金化も含めてなん

ですけれども、地方のそういう運営に対して

相当大きな影響が与えられるようなことを、

総務大臣なり新政権が考えているということ

であれば、もちろんマイナス面だけではなく

てプラス面に持っていくように、県としては

やっぱり発言をするというか要求というか要

望を新政府に対してしていくべきだろうとい

うふうに思うんですよ。今まだ制度設計はこ

れからという段階ですから、これから制度設

計をするという段階に当たって、先ほど言っ

たような面、一括交付金だとか消費税の問題

とかも含めたその辺の面について、逆に言え

ば熊本県としてどう提案していったらいいと

いうふうに、現時点で新政権に対して考えて

いるのかというのが、まず１点です。 

 

○神谷企画調整課長 今、大西委員から御指

摘がございましたように、新政権の動きがな

かなか見えないところがございます。ただ、

見えないといって待ちの姿勢ではいけないと

思っております。 

 まず基本は、今全国知事会の場で、今月の

９日ぐらいになると思いますが、国と地方の

協議の場のあり方をどうするか、地方分権を

どうしていくか、政府に対してどう対応して

いくかということを議論することになってお

ります。その全国的な課題については、基本

的には全国知事会の場で熊本県としても具体

 - 10 -



第14回 熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会会議記録（平成21年10月２日) 

的な制度設計が明らかになるというのを待つ

というだけではなくて、地方としてこういう

ふうにしてほしいですとか、そういった要望

を出していく必要があると思っております。

それに加えまして、本県に限って言ってもか

なり大きな影響が出る、一括交付金ですと

か、おそらくそういった制度設計が明らかに

なるに連れ、かなり大きく仕組みが変わって

いくと思います。その中でもいろいろ想像を

広げながら、具体的にここは困るといったよ

うなことは直接各省に対して意見を申し上げ

ていきたいと思っております。 

 

○大西一史委員 例えば、どんなことがあり

ますか。 

 

○神谷企画調整課長 例えば、今新政権で見

えないところではございますけれども、地方

における財源の確保が具体的にどうなされる

か、一括交付金という話もございますが、一

括交付金の仕組みがどうなるか、総額がどう

なるかというのが今見えない状況でございま

す。 

 あと具体的に言えば、分権とはちょっと意

を異にするかもしれませんけれども、例えば

暫定税率が見直されるという話もございま

す。それは単純に見直せば地方への影響とい

うのはかなり大きなものになろうと思ってお

ります。そこは地方としても、例えば必要な

事業というのは、むだな事業は排除すべきだ

と思いますけれども、必要な事業は進めなけ

ればならない。具体的な影響が出てくると思

っておりますので、そういった具体的なこと

を申し上げながら意見を申し上げていかなけ

ればならないと考えております。 

 

○大西一史委員 今の答弁以上は求めません

けれども、まだやっぱり制度設計をどうして

いったらいいのか暗中模索といいますか、と

いう中で、やっぱり地方分権のあるべき姿と

いうのは県としてもターゲットをきちっと絞

ってシミュレーションをしておくべきだろう

と思います。ただ、どんな政権であろうと

も、熊本県としてあるいは地方分権の観点か

らあるべき地方自治体の姿として、どういう

ふうな制度設計がいいのかという、もう少し

具体的な踏み込んだ提言をしなければ、新政

権にはたぶん受け入れられないというふうに

私は思います。ですから、その辺についての

県の中でのそういうコンセンサスづくりとい

うんですかね、そういったものが、私は今の

答弁を聞いていますとまだまだできてないの

かなというのが率直な印象です。ですから、

その辺について、９日に、知事会の協議の場

についてもいろんな検討をやるということで

すから、それに向かってたぶん企画なり何な

りでいろいろ調整をされるんだろうというふ

うに思いますが、もう少し全庁的な中でいろ

んなシミュレーションをしながら、そういう

具体的な提案、こういう支障が出てくるんじ

ゃないか、こういうデメリットがあるんじゃ

ないかと、そういったところは全部つぶして

いくような具体的な提言を、ぜひ積極的にや

っていただきたい。そういう意味では、待ち

の姿勢でないという意識は常に持っておいて

いただかないと困ります。 

 そういう中で、委員長すみません、もう１

点、出先機関の廃止についてなんですけれど

も、例の橋下大阪府知事を始めとした首長連

合のメンバーが早速、原口総務大臣のところ

を訪ねていって、意見交換をされています。

複数の自治体で構成する広域連合が国の業務

を担う案というのを逆に提案しているわけで

すよね。この辺はどういうシナリオがあって

いるのか、仕掛けがあっているのかよくわか

りませんけれども、例えば近畿圏の府県など

では関西広域連合というようなことでずっと

やっていますけれども、近畿の地方整備局と

いうんですかね、ここの業務あたりを事務を

担うという案を逆に提言しているということ
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で、そうすれば出先機関の廃止はすぐ解決す

ると、それで大臣に「いいじゃないか」と言

われたといようなことでプランを詰めて提出

したいというようなことでありますけれど

も、こういった関西は関西独特の事情といい

ますか、九州とはまた事情が違うと思うんで

すよ。ただ九州全体で見たときに、例えば道

州制の議論も含めた戦略会議の中でも話があ

っているように、九州は九州で戦略会議もま

だ道州制を目指してやるよというようなメッ

セージを新政権に対しても伝えるんだという

ようなことを言っていますよね。ただ現状で

は、今の説明では道州制はなかなかトーンダ

ウンしていくだろうというようなことですか

ら、そういう中で九州全体としての、例えば

知事会あたりでそういったプランをつくって

いくというようなことというのは考えないん

ですか。そういった動きというのは、全くな

いんですか。 

 

○神谷企画調整課長 九州知事会におきまし

ても広域連合というかっちりした法律に基づ

いた仕組みではございませんけれども、政策

連合と位置づけまして九州各県連携して、ど

ういった事務ができるかという研究を行って

おりまして、具体的に九州全体で取り組もう

といった取り組みが、環境面ですとかいろい

ろ始まっております。具体的に今、九州知事

会の中で広域連合をつくろうといったような

話には現在なっておりませんけれども、国の

出先機関を廃止するということは、当然それ

に対する受皿が必要になってきますので、何

もかも国の言いなりになって地方が受け取る

というものではないと思っておりますので、

九州知事会も今月ございますので、その中で

議論をしてまいりたいと思っております。 

 

○大西一史委員 私が言いたかったのは、と

にかく具体的に何も見えてないという状態の

中で空中戦でいろんな話をしていても何の話

の詰めにもならないし意味がない、時間のむ

だだと私は思います。 

 ですから、そういう意味では、それこそ出

先機関が廃止になった場合に県に、前回聞き

ましたよね、２万数千人の人員が都道府県に

移るとか、そういった具体的な細かな話があ

るんだけれども、では全部が移ってきて本当

にいいんですかと、あるいは業務でもこれは

都道府県では担うべきものではないだろう

と、その仕分けですよね。ある意味では、も

う総務大臣が出先機関を廃止しますと言って

いるんであれば、廃止を前提としたそういう

県に与える影響というのもシミュレーション

というのが私は急がなければならないことな

んじゃないかなというふうに思います。 

 ですから私は、たしか前川委員も前回の中

で、何でもかんでも分権すればいいんじゃな

いですよという話をたしかされたというふう

に思います。私も全く同感なんですね。だか

ら国と地方の仕事のあり方というのがどうあ

るべきかというところでも、もっと具体的な

話というのを詰めていただきたいということ

を要望させていただきます。 

 一応、以上です。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。

はい、前川委員。 

 

○前川收委員 合同庁舎の件で一般質問でも

お話があったと思いますけれども、わざわざ

移転先を熊本県が買って、それを市に売っ

て、そして市が今度は国と交換したという経

緯から考え、それから用途地域の変更という

便宜も図ってきたという、政策的な便宜も図

ってきたという前提から考えて、当然入られ

るものだという前提でつくられてきたことは

あたりまえのことなんですけれども、ただ、

この間に何か契約とか、普通民間のこういう

建物を建てるときには、地主さんとか施主さ

んとかそういうところと一般的には契約しな
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がら段階的に契約を重ねて建てていくわけで

すね。今回は国がやられるわけでありますけ

れども、基本的に熊本市が移転先として、県

がまず移転先として買った時点からそういう

権利発生はしてきていると私は思っていま

す。それを市に売るときもタイミングがあっ

たと思いますし、また市が国に売るときだっ

て用途指定的な、何にでも使っていいですよ

じゃなくて、用途指定的なその契約というも

のがあってきているのかどうなのか、まず第

１点ですね。 

 それともう１つ、これはたぶんないだろう

と思いますけれども、財政支援的なものが県

や市から国に対する直轄事業の負担金みたい

なもので、国に対して県や市から財政負担が

されているのかどうなのか、まずこの点にお

答えいただきたい。 

 

○神谷企画調整課長 まず２点目のお話の方

の、財政支援的なものはないのか、県や市か

らの具体的に負担金は、合同庁舎については

全くゼロでございます。 

 ただ１点目で御指摘いただいたように、あ

そこに用地を確保するに当たって県の方、市

の方はかなり汗をかいております。当然その

売買契約は売買契約なんですけれども、具体

的に合同庁舎を建てるという前提ですべて物

事を動かしてきておりますので、当然、国が

合同庁舎を建てないといった場合について

は、県と市はしっかり物を申していかなけれ

ばならないと思っております。 

 契約自体は今手元にございませんけれど

も、契約の中になかったとしても、それは

県、市がそういった行政目的で議会の承認も

得ながら動いている話でございますので、そ

れと国が違う動きをするといったようなこと

はあってはならんと思っておりますので、そ

こはしっかり国に対して言っていかなければ

ならないと思っております。 

 

○小林地域政策課長 地域政策課でございま

すが、合同庁舎の移転の推進に関しましては

地域政策課が県庁で、あとは熊本市の企画財

政局とともに九州地方整備局などと協議を進

めながらやってまいったところでございま

す。そして平成13年の６月になりますが、熊

本合同庁舎移転整備の推進についてというこ

とで御見解を賜りたく協議しますという事項

の一端といたしまして、その中の項目でござ

いますが、熊本県は熊本駅周辺に土地を取得

し、熊本合同庁舎の移転用地として確保す

る、その際、移転候補地として月星化成熊本

工場跡地を第１候補として同社と協議を行う

ということですとか、そういったことが書か

れておりまして、国との協議をしながら進め

てきたという状況でございます。 

 

○前川收委員 国が相手で県と市という、い

わゆる公共が全部合わせて３つ、県と市で取

り組む事業であります。国が方向が変わりま

したとか考え方を変えましたといった場合、

一般の民間であれば、簡単に言えば賠償責任

まで負うようなことですよ。しかし、国がや

るからそれはそれでいいんだということが、

果たして通るのかなと私自身は思っていま

す。ですから、そういう内容なら契約とまで

は言わなくても、国・県・市町村のもともと

行政同士の信頼感というのがどの程度のもの

なのかよくわかりませんけれども、そういう

ことに基づく熊本県の損失もしくは熊本市の

損失というものが生じるということであるの

であれば、それはやっぱり国に対してはっき

りとその内容については言わなければならな

いし、場合によっては法廷ということまで含

めて行政訴訟ということもあり得るわけでし

ょうから、やっぱりそういうことまで含めた

覚悟を決めていかないと、もうすでに、Ｂ棟

は別としてもＡ棟がもう形はできてしまっ

て、あと内装が待っている。建てたはいいけ

れども、もう要りませんと、建てたのも自分
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が建てられたんですから後からどうされるか

知らんけれども、要望は我々が目的というも

のが前提にあった上で、あそこに何でもいい

からということでやったわけではないわけで

しょう。それは今はっきりおっしゃったとお

り合同庁舎を移転するという前提で、明確な

目的で用地取得等それから用途変更等々とい

うのはしっかりやってきたわけでしょうか

ら、その目的外使用をするということは、民

間であればそれは普通は許されない話です

よ。そういうところを、やっぱりしっかり内

容を精査しながら、その対応については、国

が言ったから仕方がないとかそんなことじゃ

ない。これは前の政権からそういう話があっ

たわけですから、政権の問題は関係ないです

よ。そういう前提で取り組んでいただきたい

というふうに思っておりますので、よろしく

お願いします。それは、準備か何かしている

んですか。市との話か何かしているんです

か。 

 

○神谷企画調整課長 当然、市もあそこに合

同庁舎を建てないと非常に困ることだという

話をされておりますので、国・県・市で今話

し合いを始めております。 

 具体的には県の中で話し合っても仕方あり

ませんので、関係する大臣なんかに知事がお

会いする機会がありますので、そこでしっか

り熊本の現状、これまでの経緯というのをお

伝えした上で国に配慮を求めていかなければ

いけないということで、今その準備を進めて

おるところでございます。 

 

○前川收委員 よろしく、お願いします。 

 

○井手順雄委員長 この件に関しては、駅周

辺の活性化というのもありますので、やっぱ

りこれは重要な問題であります。Ａ棟になれ

ば1,000人近くの人が来て、周りの飲食街と

かも、またそれに対していろんなお店とか活

性化していくわけですから、そういう大きな

問題がありますので、ただ単に庁舎をやめよ

うとかやめるとか、そういう問題じゃないと

思うんですね。これはぜひとも、その辺も含

めたところで要望をお願いしておきます。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございますか。は

い、松田委員。 

 

○松田三郎委員 確認です。 

 その土地は今、所有関係はどうなっている

わけですかね。 

 

○神谷企画調整課長 土地は国の所有でござ

います。 

 

○松田三郎委員 今Ａ棟が建っているところ

……。 

 

○神谷企画調整課長 国の所有。 

 

○松田三郎委員 こっちは、市……。 

 

○神谷企画調整課長 全部、国の所有でござ

います。 

 

○松田三郎委員 今、合同庁舎があるところ

は。 

 

○神谷企画調整課長 今、合同庁舎があると

ころも、国がずっと所有しております。 

 

○松田三郎委員 交換は成立しておるんです

か。 

 

○神谷企画調整課長 交換は成立しておりま

す。今の桜の馬場と言われる土地がございま

すが、あそこももともと国が持っておりま

す。それで等価交換といいますか…… 
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○溝口幸治委員 ちょっと関連してですけれ

ども、大前提として前川委員がおっしゃった

ように、また委員長がおっしゃったような形

で進めていくのが当然だと思います。 

 ただ、その方向で本当にゴールまで行き着

くのかなという不安が実はあって、もちろん

国が約束したり県が約束したりとあります

が、まあいろいろな例があるわけですね。例

えばですよ、たとえがいいか悪いか、川辺の

例だって国・県・地元と本体工事着工の協定

書までそれぞれの責任者が印鑑を押しておっ

たけれども、こういう状態になってくるわけ

ですね。あれも当然そういうような形で、そ

のときは皆さんは同意したんでしょうが、今

は環境が大きく変わっているので、もしもの

ことも考えて、やっぱりどこかで99％の１％

ぐらいと言われるかもしれませんが、もしも

のことも考えてやはり準備をしておく必要が

あるんだろうと思いますが、これは答弁は要

りませんが、どこか頭の片すみにはそういう

ことも入れておかんといかんのじゃないかな

と思いますので、あえて意見として言わせて

いただきます。 

 

○井手順雄委員長 では、要望とします。は

い、氷室委員。 

 

○氷室雄一郎委員 私は道州制の委員会でも

いろんな論議をしてきたんですけれども、民

主党政権になってトーンが若干下がったよう

な気がしておるわけでございますけれども、

九州が１つだという発想から、九州は道州制

についてはかなり進んだ論議がされるように

なってきたわけですけれども、先ほどちょっ

と出ました、これからどういうふうな流れに

いくかということで、戦略会議でも知事会で

も次のステップに進む１つの方向性として政

策連合ですかね、先ほどちょっと話が出まし

たけれども、例えば九州で産廃税の一斉導入

とか、あるいは九州観光推進の１つの機構と

か、あるいは世界遺産に登録をする産業遺

産、ああいうものはこの全九州挙げて各県が

知事会で同意したものについての政策が着々

と実現しているわけですね。 

 現在、項目としては平成18年は大体26項目

を全九州挙げて取り組んでいくという方向性

だと思うわけでございますけれども、その辺

からでも次のステップに進む道州制の流れ

を、やはり行政としてはその辺しか進められ

ないんじゃないかと思うわけですね。だか

ら、その辺をもう少し次の、今はいいですけ

れども12月議会にはその辺の、その26項目に

当たる具体的な事例でも示していただきなが

ら、県民の関心とかそういうものは政権が変

わろうと、また若干後退しようがしまいが、

この道州制の流れについての意識を喚起して

いくというのが行政の１つの仕事でございま

すので、その辺の取り組み状況なり、また次

のステップに移行する中間地点では非常に大

切な視点じゃないかと思っております。 

 今この26項目から、さらにふえているんで

すか。 

 

○神谷企画調整課長 実は、先ほども申し上

げましたが今月の下旬に九州地方知事会がご

ざいます。また、その中で議論することにな

っておりますけれども、委員の御指摘があっ

たようにそれぞれが日々進捗した分もござい

ますので、次回の委員会の中でその進捗状況

なり新たに加わった項目なりまとめて御報告

させていただきたいと思っております。 

 

○氷室雄一郎委員 可能性として今の時点で

はできるといいますか、いろんな形で県民な

りまた市民の皆さんに道州制の流れ、そして

私たちが積み上げてきた論議が、ここで政権

が変わったからトーンが変わりましたという

ことで、またいるようなもので、私も非常に

残念な思いがしますから、その辺はやっぱり

わかりやすい面からでも九州としては各県で
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道州制に向けての次のステップが必要な論議

じゃないかと思いますので、次の議会までに

出していただきますように、お願いしておき

ます。 

 

○井手順雄委員長 続きまして、政令指定都

市並びに過疎対策関係の質疑をお願いしたい

と思います。どなたか、いらっしゃいません

か。前川委員。 

 

○前川收委員 政令指定都市につきまして

は、廃置分合議決も終わりましたのでいよい

よだという感がありますが、ここでもう１回

立ち戻って疑問な点を確認しておきたいんで

すけれども、人口70万人が政令指定都市の要

件というふうには聞いておりません。法律要

件に70万と書いてあるわけでもないし、閣議

決定で70万人でいいぞということになったわ

けでもない。もちろん政令指定都市を決める

のは閣議決定でしょうけれども、要件として

は閣議決定にはなかったやに聞いておりま

す。つまり、そのときの担当大臣や政府の考

え方で、これまで70万人で認めてきた、そし

てその認めてきたものを閣議に出して閣議に

認めてもらって政令市になったというのが、

私の今までの考えでは確かそうだったろうと

思います。つまり、70万人というのが目標に

我々は頑張ってきた、皆さんも頑張っておみ

えになった。熊本市は特に頑張られたんだと

思いますけれども、70万人というものの根拠

というのは行政の継続性の中には当然あると

思いますけれども、法律とかの要件ではなか

ったやに記憶していますが、まずその点につ

いて確認させてください。 

 

○楢木野市町村総室長 法律上は50万人以上

となっていまして、現実上は100万人以上の

ところしか今まで見てこなかった。それを今

の合併特例法の期間内、つまり来年の３月い

っぱいは特段の配慮をするというのが国の合

併支援プランの中に入っておりまして、それ

で岡山市の場合が70万人でいっておりますの

で、それを１つの目安にして70万人というこ

とで動いております。 

 ただ、その前は80万人以上でも、後々100

万人以上になるようなところという手があり

ましたので、前回も70万人いかないでもいい

んじゃないかというようなところの議論もあ

りましたけれども、それは以下ちょっと無理

じゃないかというところで、今まで70万人で

頑張ってきたところでございます。 

 

○前川收委員 私の質問に答えてください。

特段の措置とは確かに書いてあるけれども、

それが70万人という人口ですとは書いてない

わけですね。 

 

○楢木野市町村総室長 書いてないです。 

 

○前川收委員 書いてない。つまり、きちっ

と70万人だと絶対クリアだということではな

いということで、いいわけですね。そうです

か。 

 

○楢木野市町村総室長 はい。 

 

○前川收委員 ということは、これは政権が

変わったから変わるような話ではないかもし

れませんが、やっぱり主管大臣の考え方とい

うのは、その辺の中でかなり反映されてくる

政治的な余地があるというふうにとらえた方

がいいわけですかね。 

 

○楢木野市町村総室長 いや、それは私ども

としてはもう政権がどうなろうと、これにつ

いては70万人でやっていただけるものという

ことで、そこのところはいけるものだと思っ

ております。 

 

○前川收委員 それは、根拠は何ですか。根

 - 16 -



第14回 熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会会議記録（平成21年10月２日) 

拠を出してください。 

 

○楢木野市町村総室長 政令指定都市の指定

要件については、今言いましたように人口が

地方自治法で50万人以上で、これまでとして

は近い将来100万人を超える見込みのある80

万人以上というのがありました。それで今、

合併特例で70万人程度以上ということで、こ

れは平成17年８月に示されました新市町村合

併支援プランにおいても、この22年３月まで

の間この緩和措置が継続されるということに

なっておりますので、その支援プランに基づ

いてそれが根拠になっていると。 

 

○前川收委員 では、その支援プランに70万

人と書いてあるわけですね。 

 

○楢木野市町村総室長 70万人とは書いてあ

りません。ただ、静岡市の例で、人口70万人

が１つの目安になるということで……。 

 

○前川收委員 例は別ですよ。なぜ言うかと

いうと、当然例は前例があって前例を踏襲し

ていくというのが、今まで何ら疑う余地のな

い根拠だったと思います。こんな質問はする

必要も何もないんですよ。ただ、政権が変わ

って、これまでの例というのがやはり通用し

なくなってきたというのは、今までいろんな

説明があった中でも、この委員会の中だけで

もたくさんあったじゃないですか。つまり、

法令とか閣議決定とか、それは今の合併支援

プランにしても、数字があってちゃんと書い

てあれば、それはそれで根拠だということで

いいんでしょうけれども、おっしゃったとお

り数字が書いてないということであるなら

ば、やっぱりここはしっかりふんどしを締め

て、もう１回国に対して、継続的に70万人、

この合併支援プランの施行中は70万人で政令

市は認めていただきたいというような動きは

されているのかされてないのか、もう大丈夫

だと思っていらっしゃるのか。思っていらっ

しゃるからされてないんでしょうけれどもね

…… 

 

○楢木野市町村総室長 我々は大丈夫だと思

っていますけれども、知事もこの件について

は非常に力を入れておりますので、当然、総

務大臣等にもお会いになって、今度合併の話

で、まずは合併の話でお会いになることもあ

ろうかと思いますので、その際にもしっかり

言っていただくようにしたいと思っています

し、本人もそう考えていらっしゃると聞いて

います。 

 

○前川收委員 わかりました。頑張ってくだ

さい。 

 

○安倍総合政策局長 先ほど話が出ています

けれども、今回、国の概算要求が15日までと

いうことになっていますので、それで一応県

といたしましては７月に政府関係へ要望はい

たしておりますけれども、県独自の例えば水

俣病の問題あるいは荒瀬ダムの問題、それと

間近に控えた新幹線の建設の問題、それと連

続立体交差事業、そういう県特有の問題につ

いては、それぞれ各省庁の事務次官等のレベ

ルに要望しても、なおかつ話は届かないであ

ろうということで、知事の方から直接各大

臣、副大臣、政務官あたりに来週６日にアポ

が取れたところについてはすぐに対応すると

いうことにしております。 

 

○前川收委員 その際、この政令市の問題と

いうものの人口確認というんですかね、これ

は大丈夫ですねというのはなさるわけです

ね。 

 

○安倍総合政策局長 ６日に原口総務大臣の

方には。 
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○前川收委員 可能性は。例えば、今の政権

の民主党政権のマニフェストの流れであれ

ば、これに棹さすことはないです。ただ、政

権交代というのはそれがあるということを、

我々議会もそれから皆さんもちゃんと頭に置

いておかなければいかんということなんで

す。つまり、法律で数値が明記されて、これ

だったらこうしますというかちかちのやつで

あれば、法律を変えない限りは変えられませ

んね。閣議決定もそうだと思います。閣議で

きちっと決まったものだということです。た

だ、楢木野総室長がおっしゃったような何と

かプランで何10万人と書いてないやつが、そ

れが根拠になるかと言われると、政権がずっ

と続いていくときは根拠になっていると思い

ますけれども、政権が一旦変わった時点で数

値までちゃんと書いてない、前例がこうだっ

ただけでは、なかなか根拠にならないよとい

う意識をやっぱり持っておかないと、今まで

がこうだったからだけでは通用しないという

意識をぜひ持ってもらいたい。私もたぶん、

変わったから政令市ができないだろうなん

て、そんなことは毛頭思っていませんよ。当

然やらないかんということだと思っています

けれども、厳密に言えばやっぱりそういう部

分が法律要件になってないとか政令にもなっ

ていないとか、政令があっても例えば数値が

書いてないとかいう部分については、やっぱ

り注意深く考えていかなければならないとい

うことです。そういうことを言いたかったわ

けであります。 

 

○鎌田 聡委員 反論じゃないですよ。政権

が変わったから、いろんなことは変わるとは

思いますけれども、実際これは法律では50万

人というふうになっているんですよね。それ

を100万人ということになっておって、それ

も法律じゃなくて100万人になっている。法

律は50万人ですので、やっぱりそこを強調し

ていただいて、総務大臣と話されるときも、

裏づけとしてはそこがあると。ただ支援プラ

ンの中でそういった70万人という数字的なも

のはないにしても、そういうことでやっぱり

努力をしてきたと。あくまでも決まるのは23

年10月の閣議決定でしょう、ここまでになり

ますので。だから、今言われたように、これ

で安心ということではないですけれども、き

ちっと注意深くその辺もぜひやっていただき

たいと思います。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。

はい、副委員長。 

 

○佐藤雅司副委員長 資料の20ページの関係

でございますが、政令指定都市への移譲の対

象となる事務ですが、これは岡山県の例で移

譲項目数が1,567というふうになっておりま

す。 

 具体的にどれだけのものが、どういうもの

が移譲されていくのか、イメージとしては非

常にわきにくいといいますか、どれくらいの

事務がいくのかなという感じがしています。 

 １度、県から市町村に事務移譲したとき

は、たしか４５０、４６０項目じゃなかった

かなと思いますが、市町村にとってはありが

た迷惑のような事務もあったし、ほとんど痛

くもかゆくもないような事務もあったし、事

柄によってはとにかく分厚い法律の移譲もあ

ったでしょうし、本当に10万円ぐらいのわず

かなものもあったでしょうし、イメージとし

てはわかないわけですが、何かそこら辺でわ

かりやすい、大体これくらいの事務が、何割

ぐらいの話なのか、あるいは各部各課によっ

て積み上げていくと大体これくらいになるん

じゃないかというようなものがあったら、わ

かりませんけれども、イメージとして何か表

現ができるものがあればと思っておりますけ

れども。 

 

○楢木野市町村総室長 これは今回の代表質
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問でも御質問をいただきまして、実は平成19

年度に平成18年の結果をもとに、これは熊本

市単独、まだ富合町が合併になる前ですけれ

ども、そのときに１度、県への影響について

調べたことがありまして、その数字としては

99事務で、これは答弁の中では99事務として

おったんですが、そのときはたしか424項目

だったと。これは法令必須事務だけです。そ

ういうことで、そのときに調べたものはあり

ますけれども、当然、今回３町と、富合町も

入っていますけれども、その後に今度２町、

城南町それから植木町が合併で入ってくるも

のですから、それについてはまだ洗い出しを

してみないとちょっとわからないというとこ

ろがございます。 

 

○佐藤雅司副委員長 イメージとしては全く

わかないんですね。さっき法令必須事務が 

422項目というふうになっていましたけれど

も、岡山だとこの倍あっているわけですよ

ね。その辺がどれくらいになるのか、本当は

わかっていらっしゃるかもしれませんけれど

も、この時点ではちょっと差し障りがあると

いうこともあるかもしれませんけれども、何

かそういうのがないかなというふうに思いま

すがね。それと、あと本県にはその項目とい

うのは、すべて入れると何項目あるんです

か。 

 

○楢木野市町村総室長 今、我々が調べたと

ころによりますと、19年当時に調べまして、

全体の事務というのは当然莫大な数字だと思

いますので、その数字はちょっとわかりませ

んけれども、当時、移譲の対象になる事務数

は法令必須で99事務424項目、それから法令

任意としては12事務37項目、任意事務として

65事務268項目ということで、176事務の730

項目というのが前回19年のときに調べた項目

数でございます。当然これは調べ方にも、小

分けの仕方にもよると思いますので、これに

ついてもう１度精査をしなくてはならないと

いうことで、今やっておるところでございま

す。 

 

○佐藤雅司副委員長 では、例えば人口から

いきますと熊本市が当然、熊本県の人口の 

183万人のうちの70万人ですから３分の１強

ということになるわけですけれども、県庁で

３分の１ぐらいいくような話になるのか、あ

るいは各項目ごとで濃淡があるかわからない

という話になるのか、それからいつごろまで

になったら、そこの辺が出るのか、その辺ま

であればちょっと。 

 

○楢木野市町村総室長 イメージでちょっと

わかないということでありますが、これはお

金の面でいいますと、県の財政規模というの

は御承知のとおり7,000億円から8,000億円の

間にあるようなレベルなんですけれども、こ

れで話した方がわかりやすいかと思いますけ

れども、これはあくまで19年度に出したとき

の数字でございますけれども、歳入予算への

影響試算としては、何度も言いますけれど

も、これは熊本市のそのときの単独で計算し

た数字でございますけれども、237億円がい

くということだそうで、数字的にはそういっ

た県財政の規模と比べていただければ、そう

莫大な、何割もいくというようなイメージで

はないかと思います。 

 

○佐藤雅司副委員長 いつごろかというの

を、ちょっと。 

 

○楢木野市町村総室長 いつごろかというの

は、今からあれしますので１年かけて、大体

１年すれば先ほど言いましたように、その辺

については詰めが行われる、協定まで結ばれ

ると思いますので、大まかにはその辺で出る

んじゃないかと思っています。 
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○氷室雄一郎委員 僕がお尋ねした部分と重

なるんですけれども、財源の問題は法令に伴

う移譲については示されたわけですけれど

も、時間数は私の質問で28万時間内という、

この28万時間にかかわって調べられた人数は

わかるんですか。それが、重複して仕事をさ

れている分で人数を出しにくかったから、延

べ大体28万時間という膨大な時間を示された

わけですけれども、それを調べた人数という

のはどれくらいなんですか。 

 

○楢木野市町村総室長 全庁的にどういう事

務があるかということをやって、それは例え

ば１人当たり少しの分しか持ってないという

のは、全部かき集めて28万時間になったもの

ですから、これは何人分に該当するかという

のは、人数勘定ができないということで、こ

れは部長の答弁でもお話ししたところでござ

います。これは、当時調べた法令必須事務だ

けの時間でございます。 

 

○松山総務部長 私の方で28万時間というこ

とで答弁を申し上げましたけれども、これは

今申し上げましたように、いろんな方がピッ

クアップしたトータルなんですね。だから、

それでストレートに何人分ということはちょ

っと申し上げられないんですけれども、例で

いいますと、例えば岡山とかそういうところ

ですと大体、四、五十人とかそういった数字

は効果として出てきております。だから、そ

の辺が１つの目安かなというふうに思ってお

りますけれども、ただ、その28万時間をスト

レートに人にそのままというのは、なかなか

難しい部分もございます。 

 

○氷室雄一郎委員 土木事務所関係だけ、ヒ

アリングのときにちょっと聞いたら、そうい

う数字じゃないんじゃないですか。あそこだ

けでも道路関係はかなり携わっておると思い

ます。だから全体にすれば、かなり人数的に

は多いんじゃないか。総務部長の見解は私の

とはちょっと違うんですけれども。それは、

これから精査されながらまた協議の中に入ら

れると思いますけれども。 

 

○楢木野市町村総室長 実は今後、人員派遣

の問題、人的交流の問題が出てくるかと思い

ますけれども、他県の事例でいいますと、大

体派遣していろいろ、政令市移行に伴って事

務に職員派遣をした例としては、大体40人と

いうのが出てまいりますので、ほかの県の例

では40人ぐらいということですので、いわゆ

る莫大に人間が絡むという話ではないかと思

います。期限つきです。 

 

○豊田人事課長 人事課でございます。先ほ

ど部長のお話もありましたけれども、私ども

の方でさきに政令市に移行した県の削減数あ

たりを調査しておりますけれども、その中で

は例えば児童相談所の業務でありますとか道

路関係の業務の移管によりまして、多いとこ

ろでは新潟県が74名ほど、それから少ないと

ころは静岡市が55名ほどの職員の削減効果が

あっているということで、最近の先進事例か

ら見ると、職員削減については、大体50人と

か70人ぐらいという状況でございます。 

 

○大西一史委員 大事なのは、県の人が一緒

に動いたからどぎゃんとかこうじゃなくて、

いかに県・市で効率的な行政体制がとれるか

ということなんですよね。だから、そういう

意味では他県の横並び式みたいな感じで、よ

そは70何人だからとか40何人だからとかとい

うことで、それは県としてはできるだけ人を

出さないようにしたい、お金も余り出したく

ないというようなのが、何となく答弁に、今

皆さんの話を聞いておるとにじみ出てくる。

それは、わからんでもないです。セクショナ

リズムという考え方からすれば、それは理解

できないこともないかもしれないけれども、
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ただ、やっぱりそういう協議の中で必ずしも

そういう人的な資源も、それから財政的な面

も、やっぱりこれは各先例をずっと聞いてみ

ますと、かなり具体的な協議の中でもめてい

るんですよ。だから、そういう意味では、県

としては別に財源を渡さんとか人材を渡さん

とかということではないと思いますから、そ

の辺についてはもっと柔軟な対応をしていた

だきたいというふうに思います。これは私も

いろいろヒアリングをする中でわかったんで

すけれども、何も人がどばっと移る、あるい

はお金や権限がどばっと移ればいいという問

題ではなくて、やっぱり最終的にはアウトプ

ット、市民に対して県民に対してどういう効

果があるというところが一番大事なわけです

から、その視点を忘れないように今後の協議

には臨んでいただきたいということを申し添

えておきたいと思います。以上です。要望で

いいです。 

 

○井手順雄委員長 ほかにございませんか。 

 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○井手順雄委員長 なしということで、これ

で質疑を終了いたします。 

 次に、議題⑶の過疎地域振興のための新法

制定に関する意見書について、審査を行いま

す。 

 意見書案については作成しておりますの

で、事務局から配付させます。 

 

  （意見書案配付） 

 

○井手順雄委員長 これは来年３月で今の過

疎法が切れて、また新しい過疎法になるとい

うようなことでございますので、ぜひともや

っていただきたいというような意見書でござ

います。この特別委員会から意見書を提出し

たいというふうに思いますが、意見書につい

て御意見等ございますでしょうか。 

 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○井手順雄委員長 異議なしと認めます。よ

って、この意見書を議長に提出したいと思い

ます。 

 なお、10月８日の本会議において意見書が

決議されましたら、提出につきましては正副

委員長に一任してよろしいですか。 

 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○井手順雄委員長 次に、議題⑷閉会中の継

続審査について、お諮りいたします。 

 本委員会に付託されました調査事件につい

ては、審査未了のため次期定例会まで本委員

会を存続して審査する旨、議長に申し出るこ

ととしてよろしいでしょうか。 

 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○井手順雄委員長 異議なしと認めます。 

 その他に入りますが、何かございません

か。はい、前川委員。 

 

○前川收委員 すみません、その他のところ

でひとつ皆さん方に御紹介というか話だけ聞

いていただきたいと思います。 

 九州沖縄未来創造会議というのが、九州議

長会の発議でつくられまして、本県からは各

派調整の上で、私と村上議員、井手議員、西

議員が委員として出るということになってお

るようであります。７月でしたか、私は世話

人ということでその世話人会議に出てまいり

まして、それから11月の上旬に第１回目の正

式な会合があるということを、大体、今聞い

ているような状況であります。 

 その中で議論があったのは、４人ぐらいず

つ各県から出てきて議論をするわけですけれ
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ども、少なくとも私の方から言いましたの

は、この４人の議論というのは、例えば熊本

県議会のコンセンサスがあった話じゃないで

すよと。そうしておかないと、ここで言った

ことが議会のコンセンサスなんていう話であ

れば、私たちは対応が全く変わるんだという

話をしてまいりまして、おそらく他県にはこ

ういう委員会もないところが多いわけで、道

州制をつんのめっていっている部分もかなり

あるように私自身は見ておりまして、そうい

う部分については、あくまでこの４人という

のは、熊本県議会から出てはいきますが、議

会の意見を全部反映する、県議会の意見を反

映するというのは理論的に不可能であります

から、４人が４人それぞれ意見が違うという

ことがあっても仕方ないし、この時点におい

ては、それはそれぞれ議員の個人としての責

任で発言すると、熊本県議会としての一定の

考え方、方向性が示された後は別として、ま

だできてないわけでありますから、そのよう

な形で参加していくということでよろしい

か、よろしいかといってもそれしかないわけ

ですけれども、そのようなことを皆さん方に

お知らせしておきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

○大西一史委員 委員長すみません。 

 これは一応、議運なり理事会なりできちっ

と決めて、議会から選出するということです

から、当然個人的な意見をどんどんおっしゃ

っていただいても結構だと思いますけれど

も、逆にどういう内容だったかというのを、

フィードバックをぜひしていただきたいとい

うことを、お願いしておきます。 

 

○前川收委員 主にこの委員会それから各会

派に対しても、議運あたりでも含めて文書あ

たりをつくって、ちゃんと各会派の皆さん

方、議会全体にお渡しできるようには心がけ

ていきます。事務局も、そのようにお願いし

ます。 

 

○井手順雄委員長 以上をもちまして、第14

回道州制問題等調査特別委員会を閉会させて

いただきます。 

  午前11時20分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

 

  道州制問題等調査特別委員会委員長 
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